
平成２６年３月３１日時点 
 

 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 水俣市 

 

事 業 区 分 （１）市民後見人養成のための研修の実施 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：社会福祉法人 水俣市社会福祉協議会 

委託内容：市民後見人等養成講座 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪市民後見人等養成講座≫ 

対象者：市内在住で研修終了後市民後見人として活動する者 

開 催 日         講  義  内  容 

H26年1月18日 市民後見概論、成年後見制度概論Ⅰ･Ⅱ、法定後見制度、成年後見

人制度と市町村の責務 

H26年１月25日 地域福祉・権利擁護の理念、日常生活自立支援事業・成年後見制度

利用支援事業、後見実施機関実務とサポート体制、家族法、財産法 

対人援助の基礎 

H26年2月8日 高齢者・認知症の理解、介護保険制度、高齢者施策、高齢者虐待防

止法、介護保険・高齢者施策の取組状況、地域福祉の取組状況 

社会資源 

H26年2月15日 成年後見を取り巻く関係制度の基礎～生活保護・健康保険・年金・

税務申告等、申立手続書類・財産目録・後見計画・収支予定・報告

書の作成 

H26年3月1日 報酬付与申立の実務、後見事務終了時の手続き、死後事務、障がい

者の理解、障がい者施策、障がい者虐待防止法 

H26年3月8日 事例検討 

講師：成年後見センター・リーガルサポートセンター熊本支部の司法書士 
   水俣市社会福祉協議会職員、熊本県社会福祉士会権利擁護センター 

「ぱあとなあ熊本」の社会福祉士 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

市民後見人養成後のフォローアップ研修の体系化、市民活動として定着す

るため活動の機会の確保、法人後見人として社会福祉協議会を位置づける等

段階的に展開する。 

 

備      考 

 

 

別添 



平成２６年３月３１日時点 
 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 水俣市 

 

事 業 区 分 （２）市民後見人の活動を安定的に実施するための組織体制の構築 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：社会福祉法人 水俣市社会福祉協議会 

委託内容：水俣市権利擁護センターの設置・運営 

     水俣市における権利擁護に関する実態調査 

     市民後見人育成マニュアルの策定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪水俣市権利擁護センターの設置・運営≫ 

権利擁護センターをH25年4月1日付けで設置し本格稼動した。 

＊水俣市権利擁護センター運営委員会の開催 

開 催 日  

H25年6月28日 権利擁護センター概要説明、委員会の役割、H25年度事業計
画について 

H25年10月28日 権利擁護の現状と課題を探るため実態調査の準備、市民後見
人養成講座について 

H26年3月31日 実態調査報告、水俣市民後見人育成マニュアルについて 

 

＊権利擁護に関する実態調査 

 ①実施期間 H25年10月1日～10月15日 
 ②調査対象機関・団体 
  ・高齢者：居宅介護支援事業所及び地域包括センター 
  ・障がい者：通所系サービス事業所、就労支援事業所、医療機関、ホームヘル

プサービス事業所 
        各機関・団体において利用者・患者に直接対応している担当者 
 ③方法：調査票を配布 
 ④回答率：35事業所中28事業所が回答（回答率80％） 
 ⑤調査から見えてきたニーズ・課題を運営委員会で共有。 
 
＊市民後見人育成マニュアルの策定 
 ・運営委員会の中で提案、協議し策定。 
    

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 
H26年度にニーズ調査の結果をふまえ、関係機関・団体等を通じ成年後見制
度等に関する広報及び啓発を徹底していく。 

 

備      考 

 

 

別添 



平成２６年３月３１日時点 
 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 水俣市 

 

事 業 区 分 （３）市民後見人の適正な活動のための支援 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：社会福祉法人 水俣市社会福祉協議会 

委託内容：成年後見フォローアップ研修 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪成年後見人養成研修（法人後見研修）≫ 

対象者：権利擁護センター職員 

開 催 日       講 義 内 容 

H25年11月26日 成年後見制度の概要、相談から申立・倫理 

H25年12月3日 後見人の職務について、倫理 

H25年12月10日 保佐人、補助人の職務、倫理 

H25年12月17日 後見等業務の終了、倫理 

講師：社団法人成年後見センターリーガルサポート熊本支部 

開催場所：水俣市総合もやい直しセンター会議室 

≪成年後見講演会≫ 

対象者：市民 

開 催 日       講 義 内 容 

H25年12月6日 成年後見について 

講師：司法書士 

 

≪各種研修会への参加≫ 職員の資質向上のための研修参加 

開 催 日     研 修 名 称   開催場所 

H25年7月6・7日 成年後見入門講座 くまもと森都心プラザ 

H25年9月4日 地域福祉権利擁護事業生活支援員等研修会 交通センターホテル 

H25年11月７日 家事関係機関との連絡協議会 熊本家庭裁判所 

H25年11月8日 成年後見制度利用促進研修会 火の君文化センター 

H25 年 11 月 21・

27・28・12月5・6

日 

 

平成25年度法人後見従事者養成研修 

熊本県総合福祉セ

ンター 

H26年2月24日 

H26年3月18日 

市民後見推進モデル事業自治体研修会 全国市町村会館 

主婦会館プラザエフ 
 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

今後も成年後見制度・権利擁護事業を広く市民に普及啓発するため、出前g

福祉講座を継続していく予定。 

 

備      考 

 

別添 



平成２６年３月３１日時点 
 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 水俣市 

 

事 業 区 分 （４）その他、市民後見人の活動の推進に関する事業 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：社会福祉法人 水俣市社会福祉協議会 

委託内容：出前講座の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪出前講座≫ 

＊住民サロン活動や就労継続支援事業所等における出前福祉講座の実施。 

内容：権利擁護・成年後見制度について 

開 催 日   開 催 場 所 

H26年4月10日 田平公民館 

H26年4月17日 石坂川集会所 

H26年5月23日 ３区公民館 

H26年6月27日 湯堂公民館 

H26年6月29日 特定非営利活動法人 環境と福祉を結ぶ会 

グループエコ家族懇談会 

H26年7月11日 23区中央集会所 

H26年11月27日 陣ノ町公民館 

 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

 

 

備      考 

 

 

 

別添 


